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参考資料１

指標 策定時の現状値 第１回中間評価 直近値
第２回

中間評価

目標
（２０１０年ま

で）

目標（２０１４年
まで）案

【保健水準の指標】
５～９歳　　　－ ５～９歳　　- ５～９歳　　-
10～14歳　1.1（男1.7  女0.5） 10～14歳　0.8(男0.9  女0.8） 10～14歳　1.0(男1.3  女0.6）
15～19歳　6.4（男8.8  女3.8） 15～19歳　7.5(男9.1  女5.7） 15～19歳　8.3(男9.8  女6.8）

1-2　十代の人工妊娠中絶実施率 12.1 10.5 7.6 A-1 減少傾向へ 6.5
性器クラミジア感染症 定点報告（920ヵ所）による件数 定点報告（968ヵ所）による件数
男子196.0　　　女子968.0 ①性器クラミジア  6,198件(6.79) ①性器クラミジア  3,322件(3.43)
淋菌感染症 ②淋菌感染症     2,189件(2.40) ②淋菌感染症     906件(0.94)
男子145.2　　　女子132.2 ③尖圭コンジローマ746件(0.82) ③尖圭コンジローマ422件(0.44)
(有症感染率　15～19歳） ④性器ヘルペス    563件(0.62) ④性器ヘルペス    485件(0.50)
①性器クラミジア　  5,697件(6.35)
②淋菌感染症　   　1,668件(1.86)
③尖圭コンジローマ  657件(0.73)
④性器ヘルペス      475件(0.53)

（20歳未満、定点医療機関:897ヵ
所）

思春期やせ症 思春期やせ症 思春期やせ症
中学１年～高校３年　2.3% 中学１年～高校３年1.03% 中学１年～高校３年1.01%
（不健康やせ （不健康やせ （不健康やせ
中学３年5.5% 　高校３年13.4%） 中学３年7.6% 　高校３年16.5%） 中学３年19.5% 　高校３年21.5%）

1-5　児童・生徒における肥満児の
割合

― 10.4% 9.6% A-3 減少傾向へ 減少傾向へ

【住民自らの行動の指標】
急性中毒 依存症 急性中毒 　依存症
小学６年 男子　 53.3%　 73.1% 小学6年　男子　 70.9%　 87.1%
　　　　　　女子 　56.2% 　78.0% 　　　　　　女子　 77.1%  　91.2%
中学３年 男子　 62.3%  82.5% 中学3年　男子　 69.2%  84.6%
　　　　　　女子　 69.1%  90.6% 　　　　　　女子 74.8%     91.7%
高校３年 男子  70.9%  87.1% 高校3年　男子   67.9%  78.6%
　　　　　　女子　 73.0%  94.0% 　　　　　　女子　 73.5%  89.3%
中学１年 男子　7.5% 女子3.8% 中学１年 男子3.2% 女子2.4% 中学１年 男子1.5% 女子1.1%

高校３年 男子36.9% 女子15.6% 高校３年 男子21.7% 女子9.7% 高校３年 男子12.8% 女子5.3%

中学３年 男子26.0% 女子16.9% 中学３年 男子16.7% 女子14.7% 中学3年 男子 9.1% 女子9.7%

高校３年 男子53.1% 女子36.1% 高校３年 男子38.4% 女子32.0% 高校3年 男子27.1% 女子21.6%

1-9　性行動による性感染症等の
身体的影響等について知識のあ
る高校生の割合

―

○性行動は相手の身体や心を傷
つける可能性が高いと思う。
　　男子　63.9%　　女子　68.6%
○自分の身体を大切にしている。
    男子　66.6%　　女子73.10%

調査未実施
（最終評価時に実施予定）

D 増加傾向へ 増加傾向へ

【行政・関係団体等の取組の指標】

1-10　学校保健委員会を開催して
いる学校の割合

72.2% 79.3% 85.7% A-1 100% 100%

警察職員　麻薬取締官等 警察職員　麻薬取締官等
中学校　　33.8％　　　0.1％ 中学校　　77.3％　　　2.0％
高等学校 32.7％       4.0％ 高等学校 74.5％       6.4％

1-12　スクール･カウンセラーを配
置している中学校（一定の規模以
上）の割合

22.5%
（3学級以上の公立中学校）

47.3%
（3学級以上の公立中学校）

84.3%
（１学級以上の公立中学校）

A-1 100% 100%

1,374か所

（精神保健福祉センターあるいは
保健所が把握している思春期相談
ができる医療機関数）
都道府県　100% 都道府県　　100%

― 政令市　　90.9% 政令市　　　90.6%
市町村  　38.8% 市町村　　　38.0%

1-15 食育の取組を推進している
地方公共団体の割合 （4-14再掲）

―

食育における関係機関等のネット
ワークづくりの推進に取り組む都
道府県の割合87.0%
関係機関の連携により取組を推進
している市町村の割合
市町村　85.10%

食育における関係機関等のネット
ワークづくりの推進に取り組む都
道府県の割合 91.5%
関係機関の連携により取組を推進
している市町村の割合
市町村　92.9%

A-3 それぞれ100% それぞれ100%

○　第1回中間評価時の数値と直近値の比較の結果 
　　A：良くなっている指標（項目）　B：悪くなっている又は変わらない指標（項目）　C：評価が困難な指標（項目）　Ｄ：調査未実施の指標（項目）
○　策定値の現状値と直近値の比較の結果 
　　1：良くなっている指標（項目）　2：悪くなっている又は変わらない指標（項目）　3：第1回中間評価時に定めた指標（項目）又は集計方法が異なるため比較困難 な指標（項目）

100% 100%

1-7　十代の喫煙率
「健康日本２１」　４．２未成年者の
喫煙をなくす

A-1 なくす なくす

1-6　薬物乱用の有害性について
正確に知っている小・中・高校生の
割合

調査未実施 D

1-14　思春期保健対策に取り組ん
でいる地方公共団体の割合

B-3 100% 100%

「課題１　思春期の保健対策の強化と健康教育の推進」の指標の直近値及び評価

1-1　十代の自殺率 B-2 減少傾向へ 減少傾向へ

1-3　十代の性感染症罹患率 A-1 減少傾向へ 減少傾向へ

1-4　15歳の女性の思春期やせ症
（神経性食欲不振症）の発生頻度

A-1 減少傾向へ 減少傾向へ

1-8　十代の飲酒率
「健康日本２１」　５．２未成年者の
飲酒をなくす

A-1 なくす なくす

1-11　外部機関と連携した薬物乱
用防止教育等を実施している中学
校、高校の割合

調査未実施 D 100% 100%

1-13　思春期外来（精神保健福祉
センターの窓口を含む）の数

523か所 1,746か所 A-1 増加傾向へ 増加傾向へ

1



指標 策定時の現状値 第1回中間評価 直近値
第2回

中間評価
目標（２０１０

年まで）
目標（２０１４年

まで）案

【保健水準の指標】　
6.6（出生10万対）
6.3（出産10万対） 4.3（出産10万対） 3.5（出産10万対）
78人 49人 39人

2-2　妊娠・出産について満足して
いる者の割合

84.4% 91.4% 92.5% A-1 100% 100%

2-3　産後うつ病の発生率 13.4% 12.8% 10.3% A-1 減少傾向へ 減少傾向へ

【住民自らの行動の指標】

2-4　妊娠11週以下での妊娠の届
け出率

62.6% 66.2% 72.1% A-1 100% 100%

2-5　母性健康管理指導事項連絡
カードを知っている妊婦の割合

6.3% 19.8% 41.2% A-1 100% 100%

【行政・関係団体等の取組の指標】

2-6　周産期医療ネットワークの整
備

14都府県 29都道府県 45都道府県 A-1
2010年までに
全都道府県

2010年までに
全都道府県

2-7　正常分娩緊急時対応のため
のガイドライン作成

なし

「助産所における分娩の適応リス
ト」および「正常分娩急変時のガイ
ドライン」作成→日本助産師会頒
布、会員へ周知

「助産所業務ガイドライン2009年改
定版」策定

C 作成 参考の指標へ

産婦人科医師数　　12,420人 産婦人科医師数　　12,400人 産婦人科医師数　11,961人 B-2
助産師数　　24,511人 助産師数　　25,257人 助産師数　27,789人 A-1

2-9　不妊専門相談センターの整
備

18か所 54か所 60か所 A-1
2010年までに
全都道府県

全都道府県・指
定都市・中核市

専従  兼任

不妊カウンセラー  　　 40.5%
不妊コーディネーター　35.3%

不妊カウンセラー
15.3%　47.4%
不妊コーディネーター
11.8%　47.5%

日本産科婦人科学会会告

「体外受精・胚移植」に関する見
解」及び「非配偶者間人工授精と
精子提供」に関する見解

【住民自らの行動の指標】　　

○　第1回中間評価時の数値と直近値の比較の結果 
　　A：良くなっている指標（項目）　B：悪くなっている又は変わらない指標（項目）　C：評価が困難な指標（項目）　Ｄ：調査未実施の指標（項目）
○　策定値の現状値と直近値の比較の結果 
　　1：良くなっている指標（項目）　2：悪くなっている又は変わらない指標（項目）　3：第1回中間評価時に定めた指標（項目）又は集計方法が異なるため比較困難 な指標（項目）

2-12　出産後１か月時の母乳育児
の割合（4-9再掲）

44.8% 47.2% 48.3% A-1 増加傾向へ 60%

2-11　不妊治療における生殖補助
医療技術の適応に関するガイドラ
インの作成

研究にて作成済 改訂などの動きなし C 作成 参考の指標へ

「課題２　妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援」の指標の直近値及び評価

2-1 妊産婦死亡率 A-1 半減 半減

2-8 産婦人科医・助産師数 増加傾向へ 増加傾向へ

2-10　不妊治療を受ける際に、患
者が専門家によるカウンセリング
が受けられる割合

24.9% A-1 100% 100%
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指標 策定時の現状値 第1回中間評価 直近値
第2回

中間評価
目標（２０１０

年まで）
目標（２０１４年

まで）案

(出産千対)5.8 (出産千対)5.0 出産千対4.3
(出生千対)3.8 (出生千対)3.3 出生千対2.9

極低出生体重児0.7% 極低出生体重児0.8% 極低出生体重児0.8%

低出生体重児8.6% 低出生体重児9.4% 低出生体重児9.6%

（出生千対) （出生千対) （出生千対)
新生児死亡率1.8 新生児死亡率1.5 新生児死亡率1.2
乳児死亡率3.2 乳児死亡率2.8 乳児死亡率2.6

3-4  乳児のＳＩＤＳ死亡率 (出生10万対)26.6 (出生10万対)19.3 出生10万対14.0 A-1 半減 半減

3-5　幼児（１～４歳）死亡率 (人口10万対)30.6 (人口10万対)25.3 人口10万対22.3 A-1 半減 半減
(人口10万対) (人口10万対) (人口10万対)
0歳　　　   　18.2 0歳　　 　　13.4 0歳　      13.2
1～4歳　  　　6.6 1～4歳　　　6.1 1～4歳　   3.8
5～9歳　　　  4.0 5～9歳 　　 3.5 5～9歳　   2.2
10～14歳　  2.6 10～14歳 　2.5 10～14歳  1.9
15～19歳　14.2 15～19歳  10.6 15～19歳  7.7

3-7　むし歯のない3歳児の割合 ― 68.7% 74.1% A-3 80%以上 80%以上

 
（3～4か月、1歳6か月、3歳児健診
での割合）

（3～4か月、1歳6か月、3歳児健診
での割合）

妊娠中　  　　　　　10.0%　　   妊娠中 妊娠中　　
育児期間中　父親35.9% 7.3%　　7.9%　　8.3% 5.5%  4.4%  4.9%

育児期間中　父親 育児期間中　父親
育児期間中　母親12.2% 54.9%  55.9%  54.5% 47.0%  46.6%  45.0%

育児期間中　母親 育児期間中　母親
11.5%  16.5%  18.1% 8.4%  11.2%  12.6%

3-9　妊娠中の飲酒率 18.1%

14.9%  16.6%  16.7%
（それぞれ、3か月、1歳6か月、3歳
児健診時に調査した妊娠中の飲
酒率）

7.6%  7.5%  8.1%
（それぞれ、3～4か月、1歳6か月、
3歳児健診時に調査した妊娠中の
飲酒率）

A-3 なくす なくす

1歳6か月児　　86.3% 1歳6か月児　83.8%
3歳児  　　　　　86.4% 3歳児　        84.6%

１歳6か月児　86.6% 1歳6か月児　　87.8%
1歳6か月児　84.2%

3歳児　　　　　88.8% 3歳児　        89.9% 3歳児　        85.3%
1歳6か月児　79.1% 1歳6か月児　80.5% 1歳6か月児　81.0%

3歳児　　　　　72.8% 3歳児　　　　　74.7%
3歳児　　　　　78.１%

3-13　乳幼児のいる家庭で風呂場
のドアを乳幼児が自分で開けるこ
とができないよう工夫した家庭の
割合

31.3%
１歳6か月児のいる家庭

30.7%
1歳6か月児

36.2%
1歳6か月児

A-1 100% 100%

１歳6か月児　19.8% １歳6か月児　15.3% 1歳6か月児　17.0%
3歳児　　　　　21.3% 3歳児　　　　　16.2% 3歳児　　　　　18.3%

3-15　乳児期にうつぶせ寝をさせ
ている親の割合

3.5% 1.2%  3.3%  2.4%

0.7%  2.5%  1.3%
（それぞれ、3～4か月、1歳6か月
児健診時におけるその時点での
状況、および3歳児健診時に調査
した1歳までの状況）

A-3 なくす なくす

3-16　6か月＊までにＢＣＧ接種を
終了している者の割合

86.6%＊＊ 92.3%＊＊

＊結核予防法改正に伴い「１歳」を
「６か月」に変更

＊＊1歳までに接種した者の割合 ＊＊1歳までに接種した者の割合

三種混合  87.5% 三種混合  85.7% 三種混合  92.7% A-1

麻しん　   70.4% 麻しん     85.4% 麻しん      86.3% C

初期70.2%
初期
政令市88.0%　市町村46.1%

初期　54.2
（政令市91.8%　市町村52.4%）

二次12.8%
二次　54.7%
(221/404地区）

二次　100%
(都道府県単位の回答）

三次100% 三次  100% 三次   100%
　 3～4か月児健診　48.7% 3～4か月児健診　46.7%
3～4か月児健診　32.6％　　 政令市71.6%　市町村48.0% 政令市67.6%　市町村45.7%

1歳6か月児健診　41.3% 1歳6か月児健診  41.7%
1歳6か月児健診　　28.6％ 政令市58.3%  市町村40.7% 政令市53.7%　市町村41.1%
（小児人口10万対） (小児人口10万対） (小児人口10万対）
小児科医　77.1 小児科医　83.5 小児科医　89.5 A-1
新生児科に勤務する医師　3.9 新生児科医　6.4 新生児科医　5.7 B-1
児童精神医学分野に取り組んでい
る小児科医もしくは精神科医 5.7

児童精神医学分野に取り組んでい
る小児科医もしくは精神科医　13.6

児童精神医学分野に取り組んでい
る小児科医もしくは精神科医　10.6

B-1

院内学級　30.1% 院内学級　26.1% 院内学級　31.0%（312/1005） A-1
遊戯室　68.6% 遊戯室　37.0% 遊戯室　　41.2%（380/922） A-2

3-22慢性疾患児等の在宅医療の
支援体制が整備されている市町村
の割合

16.7% 14.1% 17.3%（309/1790） A-1 100%
指標の内容は
修正、目標値

は100%

○　第1回中間評価時の数値と直近値の比較の結果 
　　A：良くなっている指標（項目）　B：悪くなっている又は変わらない指標（項目）　C：評価が困難な指標（項目）　Ｄ：調査未実施の指標（項目）
○　策定値の現状値と直近値の比較の結果 
　　1：良くなっている指標（項目）　2：悪くなっている又は変わらない指標（項目）　3：第1回中間評価時に定めた指標（項目）又は集計方法が異なるため比較困難 な指標（項目）

【行政・関係団体等の取組の指標】

3-18　初期、二次、三次の小児救
急医療体制が整備されている都道
府県の割合

A-3 100% 100%

3-19　事故防止対策を実施してい
る市町村の割合

B-3 100%

３～４ヶ月健診
55%

1歳6ヶ月健診
50%

3-20　小児人口に対する小児科
医・新生児科医師・児童精神科医
師の割合

増加傾向へ 増加傾向へ

3-21　院内学級・遊戯室を持つ小
児病棟の割合

100% 100%

3-11　休日・夜間の小児救急医療
機関を知っている親の割合

B-2 100% 100%

3-12　事故防止対策を実施してい
る家庭の割合

A-1 100% 100%

3-14　心肺蘇生法を知っている親
の割合

A-2 100% 100%

6か月までに接種した者の割合：
96.0%
（1歳までに接種した者の割合：
99.0%）

A-1 95% 95%

3-17　１歳６ヶ月までに三種混合・
麻しんの予防接種を終了している
者の割合

95% 95%

3-3　新生児死亡率
       乳児（1歳未満）死亡率

A-1
世界最高を維

持
世界最高を維

持

3-6　不慮の事故死亡率 A-1 半減 半減

【住民自らの行動の指標】

3-8　妊娠中の喫煙率、育児期間
中の両親の自宅での喫煙率

A-3 なくす なくす

3-10　かかりつけの小児科医を持
つ親の割合

81.7%　　　1～6歳児の親 B-1 100% 100%

「課題３　小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備」の指標の直近値及び評価

【保健水準の指標】

3-1　周産期死亡率 A-1
世界最高を維

持
世界最高を維

持

3-2　全出生数中の極低出生体重
児の割合。全出生数中の低出生
体重児の割合

B-2 減少傾向へ 減少傾向へ

3



指標 策定時の現状値 第1回中間評価 直近値
第2回

中間評価
目標（２０１０

年まで）
目標（２０１４年

まで）案

44人 51人 45人
児童虐待事件における被害児童 児童虐待事件における被害児童 児童虐待事件における被害児童

17,725件 33,408件 40,639件
児童相談所での相談処理件数 児童相談所での相談処理件数 児童相談所での相談処理件数

（3～4か月、1歳6か月、3歳児健診
での割合）

（3～4か月、1歳6か月、3歳児健診
での割合）

19.0%  25.6%  29.9% 17.6%  24.9%  26.0%

4-4　子どもを虐待していると思う
親の割合

18.1% 4.3%  11.5%  17.7% 3.7%  9.5%  14.1% A-3 減少傾向へ
0%
5%
10%

4-5　ゆったりとした気分で子どもと
過ごせる時間がある母親の割合

68.0% 77.4%  69.0%  58.3% 76.9%  66.8%  56.5% B-3 増加傾向へ
82%
74%
62%

Ｃ

よくやっている　37.4％ よくやっている よくやっている 61%

50.3%　　45.4%　　39.8% 55.0%  48.8%  43.3% 55%

（時々やっている　45.4％） （時々やっている （時々やっている 50%

39.0%  40.4%  43.5%） 34.6%  36.6%  38.4%）

よく遊ぶ　49.4％ よく遊ぶ 61.2%  55.4%  48.1% よく遊ぶ  61.7%  56.5%  49.2%
67%
62%
54%

時々遊ぶ　41.4％ （時々遊ぶ33.0% 37.6% 42.1%）
（時々遊ぶ31.5%  33.2%  37.6%）

4-9　出産後１ヶ月時の母乳育児
の割合

44.8% 42.4% 48.3% A-1 増加傾向へ 増加傾向へ

4-10　周産期医療施設から退院し
たハイリスク児へのフォロー体制

が確立している保健所＊の割合　*
策定時より「二次医療圏」を「保健
所」として調査しているため変更

85.2%＊

＊保健所の割合
98%＊

＊保健所の割合
87.5%＊

＊保健所の割合
B-1 100% 100%

１歳6か月児　32.4% １歳6か月児　35.7%
１歳6か月児
48%

3歳児　     30.0% 3歳児　    34.0%
3歳児
40%

4-12　育児支援に重点をおいた乳
幼児健康診査を行っている自治体
の割合

64.4%
89.3%
(政令市  94%、市町村　89.7%)

91.8%
(政令市 92.9%、市町村  91.8%)

A-1 100% 100%

4-13 乳児健診未受診児など生後
4か月までに全乳児の状況把握に
取り組んでいる市町村の割合

― 87.5% 93.6% A-3 100% 100%

4-14 食育の取組を推進している
地方公共団体の割合（1-15再掲）

―

食育における関係機関等のネット
ワークづくりの推進に取り組む都
道府県の割合87.0%
関係機関の連携により取組を推進
している市町村の割合
市町村　85.9%

食育における関係機関等のネット
ワークづくりの推進に取り組む都
道府県の割合 91.5%
関係機関の連携により取組を推進
している市町村の割合
市町村　92.9%

A-3 それぞれ100% それぞれ100%

4-15　子どもの心の専門的な診療
ができる医師がいる児童相談所の
割合

― 29.7%
常勤医師　13.4%
兼任・嘱託・非常勤等　67.1%

A-3 100% 100%

4-16 情緒障害児短期治療施設数 17施設（15府県） 27施設 31施設 A-1 全都道府県 全都道府県

4-17　育児不安・虐待親のグルー
プの活動の支援を実施している保
健所の割合

35.7% 46.0% 45.5% B-1 100% 100%

4-18　親子の心の問題に対応でき
る技術を持った小児科医の数

 901名 1,163名 1,145名 B-1 増加傾向へ 増加傾向へ

○　第1回中間評価時の数値と直近値の比較の結果 
　　A：良くなっている指標（項目）　B：悪くなっている又は変わらない指標（項目）　C：評価が困難な指標（項目）　Ｄ：調査未実施の指標（項目）
○　策定値の現状値と直近値の比較の結果 
　　1：良くなっている指標（項目）　2：悪くなっている又は変わらない指標（項目）　3：第1回中間評価時に定めた指標（項目）又は集計方法が異なるため比較困難 な指標（項目）

【行政・関係団体等の取組の指標】

4-11　乳幼児の健康診査に満足し
ている者の割合

30.5% A-3 増加傾向へ

4-7　育児に参加する父親の割合 A-3 増加傾向へ

4-8　子どもと一緒に遊ぶ父親の
割合

A-3

4-1　虐待による死亡数 Ａ-2 減少傾向へ 減少傾向へ

4-2　法に基づき児童相談所等に
報告があった被虐待児数

B-2
増加を経て減

少へ
増加を経て減

少へ

4-3　子育てに自信が持てない母
親の割合

27.4% A-3 減少傾向へ
12%（3ヶ月）
18%（1.6ヶ月）
21%（3歳）

増加傾向へ

【住民自らの行動の指標】

4-6　育児について相談相手のい
る母親の割合

99.2% 89.2%  98.9%  98.7%
97.3%  94.4%  93.9%
（暫定値）

増加傾向へ 増加傾向へ

「課題４　子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減」の指標の直近値及び評価

【保健水準の指標】
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参考資料 ３ 

地方公共団体の取組状況 

１－１ 都道府県版の「健やか親子２１」の中間評価を行いましたか。 

 

１－２ 「健やか親子２１」の中間評価を行いましたか。 

 

 

17%

58%

2%

6%

15%
2%都道府県 単独の中間評価を行った

他の計画の一部として中間評価をおこなった

その他の形で中間評価をおこなった

中間評価は行わなかった

策定されていなかった、もしくは他の計画にも盛り込ま

れていなかった

無回答

10%

67%

8%

9%

5% 1%政令市・特別区
単独の中間評価を行った

他の計画の一部として中間評価をおこなった

その他の形で中間評価をおこなった

中間評価は行わなかった

策定されていなかった、もしくは他の計画にも盛り

込まれていなかった

無回答

3%

46%

5%

29%

15%
2%市町村 単独の中間評価を行った

他の計画の一部として中間評価をおこなった

その他の形で中間評価をおこなった

中間評価は行わなかった

策定されていなかった、もしくは他の計画にも盛り

込まれていなかった

無回答
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２ 「健やか親子２１」の推進状況やその課題について，住民や関係者と協議を行っていますか。 

（％） 
都道府県 政令市・特別区 市町村 

平成 17 年 平成 21 年 平成 17 年 平成 21 年 平成 17 年 平成 21 年 

母子保健運営協議会等で協議をしている 32  30  17  6  12  7  

健康づくり推進協議会等で他の世代の保

健事業と一緒に協議をしている 
9  13  21  22  26  26  

その他の協議会等で一緒に協議をしている 26  30  35  45  12  16  

協議の機会を特に持っていない 28  26  26  22  49  47  

 

 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H17

H21

H17

H21

H17

H21

都
道

府
県

政
令

市
・特

別
区

市
町

村

母子保健運営協議会等で協議をしている

健康づくり推進協議会等で他の世代の保健事業と一緒に協議をしている

その他の協議会等で一緒に協議をしている

協議の機会を特に持っていない

無回答
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３ 「健やか親子２１」の推進に関わっている方（担当者）が、どのように次世代育成支援行動計画の

策定に関わっていますか。 

（％） 都道府県 政令市・特別区 市町村 

策定の主体となって取り組んだ 6  5  6  

主管部署と共同で策定した 45  51  38  

主管部署から意見聴取をされた 47  42  46  

策定にはほとんど関わっていない 0 2  7  

計画が策定されていない 0 0 2  

無回答 2  0 1  

 

 

 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

都道府県 政令市・特別区 市町村

策定の主体となって取り組んだ

主管部署と共同で策定した

主管部署から意見聴取をされた

策定にはほとんど関わっていない

計画が策定されていない

無回答
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４ 「健やか親子 21」や「子ども・子育て応援プラン」等に盛り込まれた個別の施策に関する取組状況

について 

１）取り組んでいる都道府県の割合(％) 

 

  

100 

45 

64 

45 

28 

75 

98 

72 

87 

100 

53 

94 

87 

53 

30 

94 

100 

94 

92 

92 

81 

0 20 40 60 80 100 

人工妊娠中絶、性感染症、薬物乱用問題に関する取

組の推進

満足できる「いいお産」について医療機関等と連携し

た取組の推進

産科医師の確保・育成 （※H17調査は助産師も含

む）

助産師の確保・育成

医療機関等関係機関・団体と連携した取組の推進

授乳室の設置など授乳しやすい環境づくりの促進

小児科医師の確保・育成

小児の二次救急体制の整備

効果的な情報提供体制の整備(食育の推進）

関係機関等のネットワークづくりの促進(食育の推進）

食育の取り組み事例の収集及び検証の促進(食育の

推進）

子どもの生活習慣の改善について教育委員会との連

携を活用した取り組みの推進

都道府県 H17 H21
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２）取り組んでいる政令市・特別区の割合(％) 

 

  

91

26

86

69

82

13

17

87

39

83

70

73

31

94

75

60

27

70

26

90

35

91

32

80

73

91

19

20

47

73

22

92

33

85

71

93

34

93

58

81

85

74

86

78

92

51

0 20 40 60 80 100

人工妊娠中絶、性感染症、薬物乱用問題に関する取組の推

進

満足できる「いいお産」について医療機関等と連携した取組の

推進

満足できる「いいお産」について妊婦・パートナーが学習できる

母親学級の見直し

満足できる「いいお産」についての妊婦に対する相談の場の提

供等の促進

妊娠期から産後までの継続した支援体制の整備

産科医師の確保・育成 （※H17調査は助産師も含む）

助産師の確保・育成

医療機関等関係機関・団体と連携した取組の推進

授乳室の設置など授乳しやすい環境づくりの促進

小児科医師の確保・育成

小児の初期救急体制（在宅当番医，休日夜間急患センター）

の整備

慢性疾患児等の在宅医療の支援体制の整備

周産期医療施設から退院したハイリスク児へのフォロー体制

の確立

育児不安・虐待親のグループの活動の支援

生後４ヶ月に達するまでに新生児訪問や乳児健診のいずれに

も接触のなかった全乳児の状況把握

休日健診の推進等乳児健康診査受診率の向上

育児支援に重点をおいた乳幼児健康診査の実施

食育の推進についての子育て支援センターと連携した取り組

み

食育の推進についての保育所・幼稚園と連携した取り組み

食育の推進についての学校と連携した取り組み

食育の推進についての農林漁業、食品産業関連機関と連携し

た取り組み

食育の推進についての住民組織・団体と連携した取り組み

食育の推進についての関係機関による食育推進連絡会（協議

会）の設置

子どもの生活習慣の改善についての幼児健康診査の機会を

通じた取り組み

子どもの生活習慣の改善についての学校における定期健康

診断の機会を通じた取り組み

政令市・特別区 H17 H21
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３）取り組んでいる市町村の割合(％) 

 

 

 

39

59

67

69

45

13

46

41

87

19

89

62

55

16

73

16

87

21

38 

24 

62 

69 

76 
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29 

37 

52 

17 

59 

37 

94 

22 

92 

56 

75 

68 

35 

78 

38 

90 

27 

0 20 40 60 80 100

人工妊娠中絶、性感染症、薬物乱用問題に関する取組の推

進

満足できる「いいお産」について医療機関等と連携した取組

の推進

満足できる「いいお産」について妊婦・パートナーが学習でき

る母親学級の見直し

満足できる「いいお産」についての妊婦に対する相談の場の

提供等の促進

妊娠期から産後までの継続した支援体制の整備

産科医師の確保・育成

助産師の確保・育成

医療機関等関係機関・団体と連携した取組の推進

授乳室の設置など授乳しやすい環境づくりの促進

小児の初期救急体制（在宅当番医，休日夜間急患センター）

の整備

慢性疾患児等の在宅医療の支援体制の整備

周産期医療施設から退院したハイリスク児へのフォロー体制

の確立

育児不安・虐待親のグループの活動の支援

生後４ヶ月に達するまでに新生児訪問や乳児健診のいずれ

にも接触のなかった全乳児の状況把握

休日健診の推進等乳児健康診査受診率の向上

育児支援に重点をおいた乳幼児健康診査の実施

食育の推進についての子育て支援センターと連携した取り組

み

食育の推進についての保育所・幼稚園と連携した取り組み

食育の推進についての学校と連携した取り組み

食育の推進についての農林漁業、食品産業関連機関と連携

した取り組み

食育の推進についての住民組織・団体と連携した取り組み

食育の推進についての関係機関による食育推進連絡会（協

議会）の設置

子どもの生活習慣の改善についての幼児健康診査の機会を

通じた取り組み

子どもの生活習慣の改善についての学校における定期健康

診断の機会を通じた取り組み

市町村 H17 H21



 

50 

 

参考資料 ４ 

 

＜健やか親子21の総合的な推進＞

第1回中間評価 所管 第2回中間評価 所管
○「健やか親子21」全国大会（平成13年
度から毎年実施）

○「健やか親子21」全国大会（平成13年
度から毎年実施）

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究推進事業による「健やか親子21」公開
シンポジウム（平成13年度から毎年実施）

○「健やか親子21」公式ホームページ運
営（平成13年度～）

○「健やか親子21」公式ホームページ開
設（平成13年度）

＜課題１＞思春期の保健対策の強化と健康教育の推進

第1回中間評価 所　　管 第2回中間評価 所　　管
１．10代の自殺に関すること（1-1） １．10代の自殺に関すること（1-1）

○自殺問題に関する総合的な研究事業
で、自殺の実態調査や予防対策の調査
研究を行う。

厚生労働省
○自殺問題に関する総合的な研究事業
で、自殺の実態調査や予防対策の調査
研究を行う。

厚生労働省

・厚生労働科学研究　こころの健康科
学研究事業「自殺関連うつ戦略研究
（平成17年～）」

厚生労働省
・厚生労働科学研究こころの健康科学
研究事業「自殺対策のための戦略研
究」（H17～現在実施中）

厚生労働省

・厚生労働科学研究　こころの健康科
学研究事業「自殺の実態に基づく予防
対策の推進に関する研究（平成16年
～）」（主任研究者：北井 曉子）

厚生労働省

・厚生労働科学研究こころの健康科学
研究事業「自殺のハイリスク者の実態
解明及び自殺予防に関する研究」
（H21～新規）

厚生労働省

・厚生労働科学研究　こころの健康科
学研究事業「自殺企図の実態と予防
介入に関する研究（平成16年～）」（主
任研究者：保坂 隆）

厚生労働省
○「自殺総合対策大綱」改正（平成20年
10月）

「思春期・青年期において精神的問題
を抱える者や自傷行為を繰り返す者に
ついて、救急医療機関、精神保健福祉
センター、保健所、教育機関等を含め
た連携体制の構築により適切な医療
機関や相談機関を利用できるよう支援
する等、精神疾患の早期発見、早期介
入のための取組を推進する」という事
項が追記された。

国の取組状況について

事業名・事業内容

厚生労働省 厚生労働省

事項（関連指標）・事業名・事業内容

厚生労働省
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２．性感染症に関すること（1-3、1-9） 　２．性感染症に関すること（1-3、1-9）
○「性の健康週間」の実施 ○「性の健康週間」の実施

性感染症（HIV感染を含む）の正しい知
識の普及活動

・性感染症（HIV感染を含む）の罹患率
を低下させる普及活動

○性教育の実践調査研究（平成16年度
～）

・第8回「性の健康週間」の実施につい
て（平成20年10月14日健感発第
1014002号）

性教育の効果的な進め方に関する調
査研究の実施と事例集の作成

○「性に関する教育」普及推進事業

○中高生の心と体を守るための健康啓
発教材の作成

・児童生徒の心と体を守るための啓発
教材の作成事業
中学生用、高校生用については、感染
症について記述し、全ての中学１年生
及び高校１年生に配布

中高生が自らの心と体を守ることがで
きるよう、喫煙、飲酒、薬物乱用や性
感染症等の問題について総合的に解
説する啓発教材の作成（平成17年度
～）

・指導講習会の開催（平成17年度～）

・性教育の指導に関する実践推進事
業（平成19年度～）

○感染症発生動向調査事業 厚生労働省 ○感染症発生動向調査事業
○厚生労働科学研究　新興・再興感染症
研究事業「性感染症の効果的な蔓延防
止に関する研究」(平成16年度)(主任研究
者　小野寺昭一)

厚生労働省
○厚生労働科学研究費補助金　新興・再
興感染症研究事業

・「感染症発生動向調査から見たわが
国のＳＴＤの動向」（H18～H20）
・「性感染症に関する予防、治療の体
系化に関する研究」（H21～H23）

３．薬物乱用防止に関すること（1-5、1-
11）

３．薬物乱用防止等に関すること（1-6、
1-11）

○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の実施
○児童生徒の薬物に関する意識調査（平
成１８年２月）

文部科学省

薬物乱用防止に関する啓発活動及び
「6.26国際麻薬乱用撲滅デー」を周知させ
る

○薬物乱用防止教育の充実について（平
成２０年９月１７日２０文科ス第６３９号局
長通知）

文部科学省

○麻薬・覚せい剤乱用防止運動
○児童生徒の心と体を守るための啓発
教材の作成事業

麻薬・覚せい剤等の乱用による危害を広
く国民に周知させる

（中高生については１７年度～、小学
生については１９年度～）　　　児童生
徒が自らの心と体を守ることができる
ようにするため、喫煙、飲酒、薬物乱
用などの問題について、総合的に解説
する啓発教材を作成し、全ての小学５
年生、中学１年生及び高校１年生に配
布

○薬物乱用防止新五か年戦略（平成15
年7月）

○薬物乱用防止教室開催状況調査 文部科学省

学校における薬物乱用防止教育の一層
の推進

○薬物乱用防止教室推進事業

○薬物に対する意識等調査の実施（平成
17年度）

文部科学省
・中学校・高校への麻薬取締官ＯＢ等
の依頼があった場合の受け入れ

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省
厚生労働省
（健康局結核
感染症課）

文部科学省

文部科学省文部科学省

厚生労働省

厚生労働省 文部科学省

文部科学省
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○薬物乱用防止新五か年戦略（平成15
年7月）

○薬物乱用防止教室開催状況調査 文部科学省

学校における薬物乱用防止教育の一層
の推進

○薬物乱用防止教室推進事業

○薬物に対する意識等調査の実施（平成
17年度）

文部科学省
・中学校・高校への麻薬取締官ＯＢ等
の依頼があった場合の受け入れ

厚生労働省

○毎年度、薬物乱用の有害性も含め、全
小学６年生の保護者への薬物乱用一般
の啓発資材を、全中学１年生には大麻・
ＭＤＭＡ・違法ドラッグに関する啓発資材
を作成し、文部科学省の協力をもとに配
布

厚生労働省

４．喫煙防止対策（1-6） ４．喫煙・飲酒防止対策（1-7、1-8）
○受動喫煙防止対策実施状況調査の実
施

文部科学省
○未成年者の喫煙・飲酒状況に関する全
国調査

厚生労働省

○たばこ対策緊急特別促進事業(平成17
～18年度)

厚生労働省

○未成年者喫煙防止のための対面販売
時における年齢確認等について（要請）
平成20年9月16日（警察庁）財理第3734
号健発第0916001号

厚生労働省

○未成年者喫煙防止のための適切なた
ばこ販売方法の取組みについて（平成16
年6月28日通知）

○受動喫煙防止対策のあり方に関する
検討会報告書

厚生労働省

たばこ関係業界へ未成年者喫煙防止
に向けて、販売方法などの取組を要請
する

○受動喫煙防止対策について（健康局長
通知）

厚生労働省

○「たばこの規制に関する世界保健機関
枠組条約」
（平成16年6月8日締結　平成17年2月27
日発効）

外務省
○世界禁煙デー　毎年5月31日にＷＨＯ
のスローガンに沿ったシンポジウム等を
開催

○関係5府省による「未成年者喫煙防止
対策ワーキンググループ」の設置

内閣府・警察
庁・文部科学
省・厚生労働
省

・「2009年世界禁煙デー記念シンポジ
ウム」

○平成16-18年度厚生労働科学研究費
補助金　健康科学総合研究事業「未成年
者の喫煙実態状況に関する調査研究」
(主任研究者林謙治)

厚生労働省 ○たばこ対策促進事業 厚生労働省

５．学校における取組 ５．学校における取組
○健康教育総合推進モデル事業（平成10
年～14年）

○学校保健委員会の設置状況調査（1-
10）

文部科学省

学校における健康教育の推進及び学
校外における健康教育学習の推進の
ための調査研究事業

○児童・生徒における肥満に関する取組
（1-5）

○学校・地域保健連携推進事業（平成16
年度～）

・学校保健統計調査の実施

文部科学省

警察庁・財務
省・厚生労働
省

厚生労働省

文部科学省

文部科学省

文部科学省
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６．地域保健における取組 ６．地域保健における取組
○思春期保健相談等事業 ○思春期保健相談等事業

思春期に特有の身体的、精神的問題等
さまざまな相談に応じる

思春期に特有の身体的、精神的問題
等さまざまな相談に応じるとともに、正
しい母性保健知識の普及指導等を行
う

○食育等推進事業 ○生涯を通じた女性の健康支援事業
地方自治体が実施する思春期の問題
に関する理解の促進、食を通じた心の
健全育成事業などに補助を行う

女性健康支援センターにおいて思春期
から更年期に至る女性を対象とした健
康相談を行う

○生涯を通じた女性の健康支援事業 ７．摂食障害に関する取組（1-4）
女性健康支援センターにおいて思春期
から更年期に至る女性を対象とした健
康相談を行う

○厚生労働科学研究こころの健康科学
研究事業「児童・思春期摂食障害に関す
る基盤的調査研究」（平成21年～新規）

厚生労働省

７．摂食障害に関する取組 ８．食育の取組(1-15、4-14)
○平成14～16年度厚生労働省精神・
神経疾患研究委託費「摂食障害の治
療のガイドライン作成とその実証的研
究」(主任研究者石川俊男)

厚生労働省

○「食育推進基本計画」に基づく子どもの
健康づくりのための食育の推進について
平成18年5月31日（雇児母発第0531001
号）

厚生労働省

○「保育所保育指針（厚生労働告示第１
４１号）H20年３月28日」に保育所における
「食育の推進」について明記した。

厚生労働省

　・保育所保育指針の施行等について
（雇児発第０８２８００１号）H20 年３月28
日（局長通知）

厚生労働省

○歯科保健と食育の在り方の関する検討
会報告書

厚生労働省

○食育推進事業
子どもの健やかな食習慣を培い、豊か
な人間性を育むため、食育推進連絡
会を設置するなど保健センター、保育
所、学校等関係機関の連携による取
組を推進する

厚生労働省 厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省
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＜課題２＞妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援

事項（関連指標）・事業名・事業内容

第1回中間評価 所管 第2回中間評価 所管
１．安全、安心な周産期医療体制の確保
（2-1）（2-6）

１．安全、安心な周産期医療体制の確保
（2-1）（2-6）

○母子医療施設整備費 厚生労働省

○「東京都の妊婦死亡事案を受けた周産
期救急医療体制の確保について」（平成
２０年１０月２７日医政指発第1027001号・
雇児母発第1027001号）

厚生労働省

○総合周産期母子医療センター運営事
業

厚生労働省
○「周産期医療対策事業等の実施につい
て」（平成２１年３月３０日医政発第
0330011号）

厚生労働省

○周産期医療対策事業（周産期医療シス
テムの整備等）

厚生労働省
○総合周産期母子医療センター運営事
業

厚生労働省

○周産期医療施設のオープン病院化モ
デル事業（平成17年度～）

厚生労働省
○地域周産期母子医療センター運営事
業

厚生労働省

○周産期医療の確保について（平成22年
1月26日医政発0126第1号）

厚生労働省

○「院内助産所・助産師外来施設・設備
整備事業」（平成20年度～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「周産期母子医療センターネット
ワークによる医療の質の評価と、フォロー
アップ・介入による改善・向上に関する研
究」（平成19年～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「妊産婦死亡及び乳幼児死亡の
原因究明と予防策に関する研究」（平成
21年～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「わが国における新しい妊婦健診
体制構築のための研究」(平成20年～）

厚生労働省

○妊産婦ケアセンター運営事業（平成21
年～）

厚生労働省

２．不妊への支援（2-9、2-10） ２．不妊への支援（2-9、2-10） 厚生労働省
○不妊専門相談センターの整備 厚生労働省 ○不妊専門相談センターの整備 厚生労働省
○特定不妊治療費助成事業 厚生労働省 ○特定不妊治療費助成事業 厚生労働省

○特定不妊治療費助成事業実施医療機
関を対象としたアンケート調査の実施（平
成21年3月3日）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「生殖補助医療の医療技術の標
準化、安全性の確保と生殖医療により生
まれた児の長期予後の検証に関する研
究」（平成19年～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「不育症治療に関する再評価と新
たなる治療法の開発に関する研究」（平
成20年～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「ライフスタイルの変化に伴う妊娠
希望時の妊孕性減弱に対する病態解
明、新規診断法と治療法開発のための
研究」(平成21年～）

厚生労働省
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○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「女性生殖器における妊孕能の客
観的な評価法の確立」(平成20年～）

厚生労働省

３．人材確保・育成（2-8） ３．人材確保・育成（2-7、2-8）

○医師の需給に関する検討会(平成16年
度～)

厚生労働省

○平成２０年度厚生労働科学特別研究
事業「助産師と産科医の協働の推進に関
する研究」において、院内助産ガイドライ
ンを作成するとともに、助産所の業務ガイ
ドラインの見直しを行う

厚生労働省

○安全安心の助産ケアに係る推進事業
（平成17年度）
新人助産師に対する医療安全対策モデ
ル研修の実施

厚生労働省
○助産師養成所開校促進事業（平成19
年度～）

厚生労働省

○「助産師養成数の確保について」(平成
17年１月25日医政看発第0125003号）

厚生労働省 ○看護師等養成所運営事業 厚生労働省

○「助産師の就業促進について」 (平成17
年3月14日医政看発第0307001号）

厚生労働省
○産科診療所における助産師確保のた
めのモデル事業

厚生労働省

○「病院・診療所に勤務する看護師を対
象とした社会人入学枠の導入について」
（平成17年4月28日医政看発第0428001
号）

厚生労働省
○「院内助産所・助産師外来開設のため
の医療機関管理者及び助産師研修事
業」（平成20年度～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究　特別研究事業(平
成16年度)助産師確保に関する調査研究
（主任研究者　加藤尚美）

厚生労働省
○大規模臨床研修病院における産科・小
児科研修プログラム設定の義務化（平成
２２年度～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究　医療技術評価総
合（平成17年度）助産ケアの提供システ
ムに関する研究（主任研究者　加藤尚
美）

厚生労働省
○分娩医・新生児医・産科後期研修医へ
の手当支給（平成20年度～）

厚生労働省

４．母性健康管理指導事項連絡カードの
周知(2-5)

４．働く女性の妊娠・出産に関する健康
管理について（2-5）

○「母子健康手帳の様式の改正につい
て」(平成14年1月15日雇児母発第
0115001号)

厚生労働省 ○平成２０年度地方労働行政運営方針 厚生労働省

○平成２１年度地方労働行政運営方針 厚生労働省
○企業における働く女性の妊娠・出産に
関する健康管理支援実態調査（平成２０
年度委託調査）

厚生労働省

○平成１９年度雇用均等基本調査 厚生労働省
５．妊婦健診に関する取組（2-4）
　　○妊娠の届出状況に係わる調査結果及
び早期の妊娠届出の勧奨等について（平成
20年7月9日雇児母発0709001号）

厚生労働省

　　○妊婦健康診査を必要な回数（１４回程
度）受けられるよう公費負担を拡充（平成20
年度第２次補正予算）
　　　・公費負担回数及び実施時期の考え方
について
　　　・妊婦健康診査の内容等について
　　　・妊婦健診の受診の重要性について周
知・広報の依頼
　　○妊婦健康診査の公費負担の状況にか
かる調査結果について（平成21年6月3日雇
児母発第0603001号）

厚生労働省

厚生労働省
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○妊婦健診啓発のためのポスター・リー
フレットの作成・配布「すこやかな妊娠と
出産のために　妊婦健診を受けましょう」

厚生労働省

６．妊産婦に優しい環境作りの推進
○マタニティマークのポスター、リーフレッ
トの作成、ホームページの公開

厚生労働省

＜課題３＞　小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備

事項（関連指標）・事業名・事業内容

第1回中間評価 所管 第2回中間評価 所管

１．乳幼児死亡の減尐（3-3、3-4、3-14）
１．乳幼児死亡の減尐（3-4、3-5、3-6）
（3-15）

○乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化
月間

○乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化
月間

１１月を対策強化月間として啓発普及
活動を行う

１１月を対策強化月間として啓発普及
活動を行う

○「保育所保育指針解説書」において
SIDS予防対策として「うつぶせ寝にしな
い」等を明記した。（「SIDS」について注意
を喚起するようにした）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「妊産婦死亡及び乳幼児死亡の
原因究明と予防策に関する研究」（平成
21年～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「乳幼児突然死症候群（SIDS）に
おける病態解明と臨床的対応および予防
法開発とその普及啓発に関する研究」(平
成20年～）

厚生労働省

２．小児救急医療体制（3-10、3-17）
２．小児救急医療体制の整備(3-11、3-
14、3-18)

○小児救急医療体制の整備
○「救急医療対策事業実施要綱の一部
改正について」（平成２１年３月３０日医政
発第0330013号）

厚生労働省

（小児救急医療支援事業など、小児救
急患者の受け入れ態勢整備のための
事業や、小児救急電話相談事業、小
児救急地域医師研修事業、小児救急
医師確保等調整事業等）

○「入院を要する小児救急医療体制の取
組情報」（厚生労働省医政局指導課調
べ）

厚生労働省

○「救急医療施設等設置状況」（厚生労
働省医政局指導課調べ）

厚生労働省

・平成２１年度厚生労働科学研究　「循環
器疾患等の救命率向上に資する効果的
な救急蘇生法の普及啓発に関する研究」

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「周産期母子医療センターネット
ワークによる医療の質の評価と、フォロー
アップ・介入による改善・向上に関する研
究」（平成19年～）

厚生労働省

○小児初期救急センター事業、小児救急
医療支援事業、小児救急医療拠点病院
運営事業、ＮＩＣＵ入院児支援事業

厚生労働省

厚生労働省 厚生労働省

厚生労働省
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・平成21年度障害者保健福祉推進事
業「標準的なプログラムによる児童思
春期精神科における専門医療従事者
養成のための実地研修事業」におい
て、児童精神科医養成のための標準
的な研修の普及を図る。

厚生労働省

・思春期精神保健対策研修事業により
児童思春期精神保健医療従事者を養
成（平成13年度から実施）

厚生労働省

４．小児医療の充実 ４．小児医療の充実
○児童福祉法の改正 ○小児慢性特定疾患治療事業 厚生労働省

小児慢性特定疾患治療事業の法制化
(平成17年4月施行)

○未熟児養育医療 厚生労働省

○未熟児養育医療 厚生労働省 ○予防接種の取組(3-16、3-17)
・子ども予防接種週間」の実施につい
て（平成21年1月30日健発第0130007
号雇児発第0130002号）

厚生労働省

５．育児支援(3-13) ５．育児支援(3-１２、３－13、３－１４)
○乳幼児健康支援一時預かり事業 ○小児救急医療に関する普及啓発

病気の回復期にあって、集団保育が
困難な時期に保育所や病院等の専用
スペースにおいて一時的な預かりを行
う事業

厚生労働省
・休日・夜間の小児救急医療機関周知の
取組

厚生労働省

○自動対外式除細動器(AED)普及啓発
事業等（平成17年度～）

厚生労働省
こどもの救急ホームページ
（http://kodomo-qq.jp/#）

厚生労働省

（日本小児科学会監修） 厚生労働省
・非医療従事者による自動体外式除細動
器（ＡＥＤ）の使用について」（平成１６年７
月１日医政発第0701001号医政局長通
知）

厚生労働省

・「応急手当の普及啓発活動の推進に関
する実施要項」　（平成５年３月３０日消防
救第４１号消防庁次長通知（改　正　平成
１８年８月１５日消防救第１１２号））

厚生労働省

６．むし歯の予防に関する取組（3－7）
　○平成21年度「第58回母と子のよい歯
のコンクール」（平成21年4月3日医政発
第0403010号 厚生労働省医政局長通知）

厚生労働省

　○「平成20年度歯科健康診査（1歳6か
月児及び3歳児健康診査）に係わる実施
状況について」（平成21年4月14日雇児母
発第0414001号医政歯発第0414001号）

厚生労働省

　○「平成２１年度歯の衛生週間」につい
て（平成２１年４月３厚生労働発医政第
0403005号厚生労働事務次官通知）

厚生労働省

厚生労働省
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＜課題４＞　子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減
事業名・事業内容

第1回中間評価 所管 第2回中間評価 所管
１．育児支援（4-3） 1.  育児支援（4-3、4-5、4-6）

○出産前小児保健指導（プレネイタルビ
ジット）事業

○地域子育て支援拠点事業 厚生労働省

出産前から小児科医から育児に関す
る保健指導を受け、育児不安の軽減
を図る

○「児童委員・主任児童委員の積極的な
活用による児童健全育成及び家庭教育
支援施策の推進について」（平成21年3月
16日20生参学第11号雇児育発第
0316001号文部科学省生涯学習政策局
男女共同参画学習課長・厚生労働省雇
用均等・児童家庭局育成環境課長連名
通知）

厚生労働省

○育児支援家庭訪問事業（平成16年度
～）

厚生労働省

２．児童虐待防止（4-1、4-2、4-4、4-
13）

２．児童虐待防止（4-1、4-2、4-4、4-
13）

○児童福祉法の改正（平成17年4月施
行）

○「都道府県・指定都市・児童相談所設
置市における子ども虐待による死亡事例
等の検証について」（平成21年7月15日雇
児総発第0715第2号厚生労働省雇用均
等・児童家庭局総務課長通知）

厚生労働省

児童虐待防止対策等の充実・強化
○子ども虐待による死亡事例等の検証
結果等について（第５次報告）

厚生労働省

○児童虐待防止対策支援事業(平成17年
度～)

厚生労働省

○養育支援を特に必要とする児童等を早
期に把握し適切な支援を提供すること等
を目的とした「乳幼児家庭全戸訪問事業」
及び「養育支援訪問事業」を児童福祉法
に基づく事業とし、市町村に実施の努力
義務を課すとともに、事業実施の為のガ
イドラインを策定し都道府県等に通知し
た。（平成２１年度）

厚生労働省

○児童虐待防止推進月間（11月）の実施
(平成16年度～)

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「要保護児童における被虐待によ
る問題や障害等の類型化された状態像と
ケアの必要量の相互関連に関する研究」

厚生労働省

３．人材育成 ３．人材育成
○「子どもの虹情報研修センター」におけ
る専門研修の充実

厚生労働省 ○児童精神科医師の養成（再掲）

・平成20年度障害者保健福祉推進事
業「児童思春期精神科における専門医
療従事者の養成のための実地研修プ
ログラム開発に関する研究事業」にて
児童精神科医養成のための研修プロ
グラムを作成。

厚生労働省

・平成21年度障害者保健福祉推進事
業「標準的なプログラムによる児童思
春期精神科における専門医療従事者
養成のための実地研修事業」におい
て、児童精神科医養成のための標準
的な研修の普及を図る。

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省
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４．退院後のハイリスク児のフォロー体制
の取組(4-10)

○「周産期医療対策事業等の実施につい
て」（平成２１年３月３０日医政発第
0330011号）

厚生労働省

５．情緒障害児支援（4-16）
○先駆的ケア実施モデル事業（保健福祉
調査委託費）

・平成19年11月の社会的養護専門委
員会の提言を踏まえ、現行の施設類
型のあり方及び子どもにとって必要な
ケアの質を確保するために人員の配
置基準の引上げ等に向け、方策を検
討する事業

厚生労働省

６．子どもの心の問題に関する取組
○様々な子どもの心の問題、児童虐待や
発達障害に対応するため、都道府県域に
おける拠点病院を中核とし、各医療機関
や保健福祉機関等と連携した支援体制
の構築を図るための事業を実施するとと
もに、中央拠点病院による人　材育成や
都道府県拠点病院に対する技術的支援
等を行う（平成20年度～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「子どもの心の診療に関する診療
体制確保、専門的人材育成に関する研
究」(平成20年～）

厚生労働省
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